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施 大 事 項 地球温暖化対策に対する取組み

策 中 事 項 環境負荷の小さい交通体系の構築 交通政策部

名 小 事 項 公共交通機関の確保維持改善、活性化･再生

［公共交通確保維持改善］

地域公共交通確保維持改善事業

施 地球温暖化対策等環境に配慮した交通政策の重要性が高まる中、環境負荷の少な

策 い公共交通の利用促進を図り、生活交通の存続が危機に瀕している地域等におい

の て、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより

概 制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等がされるよう

要 地域公共交通の確保・維持・改善を支援する。

平成2８年度中に「地域公共交通網形成計画」を策定予定の自治体については、

現地視察や協議を行い、計画策定への現状認識の共有や各種アドバイス等を行って

いる。また、その他の自治体についても、法定協議会への参画や計画策定にあたっ

ての協議を適宜行っている。今後も計画策定に向けた自治体に対する支援を積極的

に行っていく。
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「地域公共交通確保維持改善事業」による支援を受けた事業については、毎年

度、協議会において、事業の実施状況の確認、評価を行う必要がある。

なお、九州において評価を行った協議会は、１６１件である。
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平成27年度において、「地域公共交通網形成計画」を提出した自治体は１１である（広域は１とカウント）。


